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立
法
の
背
景
・
経
緯

１
　
ト
ラ
ブ
ル
の
現
状

近
年
、
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、

サ
ー
ビ
ス
化
な
ど
の
急
速
な
進
展
に
伴

い
、契
約
・
販
売
方
法
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
国
民
生
活
セ

ン
タ
ー
や
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な

ど
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
・
相
談
件
数
は

平
成
十
一
年
度
で
約
四
十
六
万
件
に
達

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
八
割
強
の

約
三
十
八
万
件
が
契
約
や
販
売
方
法
に

関
す
る
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
　
現
行
法
制
度
と
問
題
点

こ
れ
ま
で
、
適
正
な
消
費
者
契
約
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
法
令
（
民
法
、
個

別
法
）
に
よ
る
対
応
の
ほ
か
、
各
種
の

非
法
令
的
措
置
（
例
え
ば
、
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
・
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
相
談
受
付
体
制
の
確
立
、
国
民
生
活
審

議
会
の
調
査
審
議
を
踏
ま
え
た
各
業
界
の

約
款
見
直
し
）
が
と
ら
れ
て
お
り
、
一
定

の
成
果
が
み
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
従
来
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

（１）
民
法
に
よ
る
対
応

詐
欺
、
強
迫
な
ど
民
法
の
契
約
取
消

し
の
規
定
は
要
件
が
厳
格
で
、
消
費
者

が
事
業
者
の
不
適
切
な
行
為
に
よ
る
契

約
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
す
る
こ
と
は
一
般

に
困
難
で
す
。

ま
た
、公
序
良
俗
違
反
、信
義
則
違
反

と
い
う
こ
と
で
契
約
条
項
の
効
力
を
否

定
で
き
ま
す
が
、
そ
の
概
念
は
抽
象
的

な
た
め
、
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
の
ト

ラ
ブ
ル
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
場
合
、司

法
の
場
に
出
て
み
な
い
と
結
果
が
分
か

り
に
く
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま
す
。

（２）
個
別
法
に
よ
る
対
応

訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
や
宅
地
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施策
の
紹介

消
費
者
契
約
法
の
概
要

近
年
急
増
す
る
契
約
・
販
売
方
法
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
、
そ
れ
に
十
分
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
現
行
法
制
度

（
民
法
、
個
別
法
、
各
種
の
非
法
令
的
措
置
）
の
現
状
を
踏
ま
え
、
平
成
六
年
か
ら
様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
十
二
年
四
月
二
十
八
日
に
消
費
者
契
約
法
が
成
立
し
ま
し
た
。
同
法
は
本
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
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建
物
取
引
業
法
等
の
個
別
の
消
費
者
保

護
立
法
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特

定
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
個
別
法
に
よ
る
対
応
は
、
脱

法
的
な
悪
質
商
法
、
規
制
緩
和
の
進
展

に
伴
い
活
発
と
な
る
ニ
ュ
ー
・
ビ
ジ
ネ

ス
に
つ
い
て
は
、
後
手
に
回
ら
ざ
る
を

得
な
い
状
況
で
す
。

ま
た
、
個
別
法
に
お
け
る
中
心
的
な

手
法
で
あ
る
行
政
規
制
に
つ
い
て
は
、

①
消
費
者
の
救
済
は
反
射
的
・
間
接
的

な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
契
約
の
効
力
否

定
な
ど
私
人
間
の
権
利
義
務
に
直
接
的

な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い

②
政
策
運
営
の
基
本
原
則
が
事
前
規
制

か
ら
市
場
参
加
者
が
遵
守
す
べ
き
ル
ー

ル
の
整
備
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
中

で
、
消
費
者
政
策
と
い
え
ど
も
事
前

規
制
の
新
設
・
強
化
は
厳
し
く
抑
制

せ
ざ
る
を
得
な
い

な
ど
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

（３）
各
種
の
非
法
令
的
措
置

個
人
の
権
利
は
究
極
的
に
は
裁
判
機

構
と
い
う
国
家
権
力
を
通
じ
て
実
現
さ

れ
ま
す
が
、
非
法
令
的
措
置
に
つ
い
て

は
、
消
費
者
が
自
ら
自
己
の
権
利
を
実

現
す
る
た
め
の
強
制
力
あ
る
手
段
（
裁

判
規
範
）
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
結
局
、
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
の
根
本
的
な
解
決
に
つ
な
が
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
て
成
立

し
た
の
が
消
費
者
契
約
法
で
す
。

消
費
者
契
約
法
の
内
容

１
　
消
費
者
契
約
法
の
意
義

消
費
者
契
約
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て

そ
の
原
因
を
探
っ
て
み
る
と
、
消
費
者

契
約
に
お
け
る
消
費
者
と
事
業
者
の
間

で
意
思
表
示
（
申
込
み
と
そ
れ
に
対
す

る
承
諾
）
が
形
式
的
に
合
致
し
て
い
て

も
、
そ
れ
ら
の
表
示
か
ら
客
観
的
に
推

断
さ
れ
る
意
思
の
内
容
が
、
消
費
者
の

真
意
と
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
場
合
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
契
約
締
結
過
程
に
お

い
て
は
、
事
業
者
の
不
適
切
な
動
機
づ

け
や
影
響
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
意
思

形
成
が
正
当
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
消

費
者
が
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
を
行

う
こ
と
に
よ
り
契
約
が
締
結
さ
れ
、
ま

た
、契
約
条
項
に
つ
い
て
は
、消
費
者
の

意
思
表
示
に
瑕
疵
か

し

が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
消
費
者
に
著
し
く
不
利
な
内
容

の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
、
消
費
者
が
著

し
く
重
い
義
務
を
負
っ
た
り
、本
来
有
す

る
権
利
を
奪
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
原
因
と

し
て
は
、
消
費
者
契
約
の
特
性
と
も
い

え
る
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
存

在
す
る
契
約
の
締
結
、
取
引
に
関
す
る

構
造
的
な
「
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に

交
渉
力
の
格
差
」（
以
下
、
便
宜
の
観
点

か
ら
「
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
」
と
い
う
）

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
本
法
に
お
い
て

は
、
こ
の
「
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
」

に
着
目
し
、
消
費
者
に
自
己
責
任
を
求

め
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場
合
の
う

ち
、
契
約
締
結
過
程
及
び
契
約
条
項
に

関
し
て
、
消
費
者
が
契
約
の
全
部
又
は

一
部
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
場
合
を
新
た
に
定
め
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

２
　
適
用
範
囲
（
第
二
条
、
第
十
二
条
）

本
法
で
は
、
消
費
者
契
約
（
消
費
者
と

事
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
）
に

当
た
る
限
り
、
労
働
契
約
を
除
い
て

（
第
十
二
条
）、適
用
除
外
を
設
け
ず
全

取
引
を
対
象
に
し
て
い
ま
す（
第
二
条
）。

本
法
に
お
け
る
「
消
費
者
」
と
「
事

業
者
」
を
区
別
す
る
観
点
は
、
取
引
に

関
す
る
「
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
」
で

す
が
、
第
二
条
に
お
い
て
、「
消
費
者
」

と
は
、
個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業

の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に

お
け
る
も
の
を
除
く
）
の
こ
と
を
い
い
、

「
事
業
者
」
と
は
、
法
人
そ
の
他
の
団

体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め

に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け

る
個
人
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
消
費
者
契
約
の
締
結
過
程
に
係
る

ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

現
代
社
会
の
よ
う
に
、
取
引
が
多
様

化
・
複
雑
化
す
る
中
で
情
報
・
交
渉
力

の
面
で
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
格

差
が
存
在
す
る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
契

約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
に
当
た
っ
て
、

事
業
者
か
ら
消
費
者
に
対
し
、
消
費
者

が
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
意
思
決
定

を
す
る
上
で
必
要
な
情
報
の
提
供
が
適
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切
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
契
約
が
締
結

さ
れ
る
ケ
ー
ス
や
、
事
業
者
が
消
費
者

の
住
居
や
勤
務
先
か
ら
退
去
し
な
か
っ

た
り
、
一
定
の
場
所
か
ら
消
費
者
を
退

去
さ
せ
な
か
っ
た
り
し
て
、
契
約
が
締

結
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
が
事
業
者
の

不
適
切
な
勧
誘
行
為
に
影
響
さ
れ
て
自

ら
の
欲
求
の
実
現
に
適
合
し
な
い
契
約

を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
民
法
の
詐
欺

や
強
迫
（
同
法
第
九
十
六
条
）
が
成
立
し

な
い
場
合
で
も
、
契
約
の
成
立
に
つ
い

て
の
合
意
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
消
費
者
が

当
該
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
公
平

性
を
欠
く
の
で
、
消
費
者
は
当
該
契
約

の
効
力
否
定
を
主
張
し
得
る
と
す
る
こ

と
が
適
当
で
す
。

そ
こ
で
、
本
法
で
は
、
民
法
の
詐
欺

や
強
迫
が
成
立
し
な
い
場
合
で
も
、
消

費
者
契
約
締
結
の
勧
誘
に
際
し
、
事
業

者
の
一
定
の
行
為
（
①
不
実
告
知
、
断

定
的
判
断
の
提
供
、
故
意
の
不
告
知
、
②

不
退
去
、
監
禁
）
に
よ
り
消
費
者
が
誤

認
し
、
又
は
困
惑
し
た
場
合
、
消
費
者

は
契
約
の
申
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表

示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

新
し
く
定
め
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
取

消
権
の
行
使
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
七

条
に
お
い
て
、
追
認
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
か
ら
六
か
月
、
契
約
締
結
の

と
き
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
に
、

時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

事
業
者
の
一
定
の
行
為
は
次
の
と
お

り
で
す
。

【「
誤
認
」
類
型
】

①
不
実
告
知

重
要
事
項
（
注
）
に
つ
い
て
、
事
実

と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
（
第
四

条
第
一
項
第
一
号
）

②
断
定
的
判
断
の
提
供

当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も

の
に
関
し
、
将
来
に
お
け
る
変
動
が
不

確
実
な
事
項
（
将
来
に
お
け
る
そ
の
価

額
、
将
来
に
お
い
て
当
該
消
費
者
が
受
け

取
る
べ
き
金
額
な
ど
）
に
つ
い
て
断
定

的
判
断
を
提
供
す
る
こ
と
（
第
四
条
第

一
項
第
二
号
）

③
故
意
の
不
告
知

重
要
事
項
又
は
重
要
事
項
に
関
連
す

る
事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
利
益

と
な
る
旨
を
告
げ
、
か
つ
、
当
該
重
要

事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
不
利
益

と
な
る
事
実
を
故
意
に
告
げ
な
い
こ
と

（
第
四
条
第
二
項
）

（
注
）
①
、
③
で
い
う
重
要
事
項
と
は
、

当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も

の
の
内
容
又
は
取
引
条
件
で
あ
っ

て
、
当
該
消
費
者
の
契
約
を
締
結
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
通
常

影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
の
こ
と
で

す
（
第
四
条
第
四
項
）。
し
た
が
っ
て
、

契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

の
判
断
に
通
常
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
な
些
細
さ
さ
い

な
事
項
に
つ
い
て
、
不

実
告
知
や
不
利
益
事
実
の
不
告
知
を

行
っ
て
も
、
取
消
し
の
対
象
に
な
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【「
困
惑
」
類
型
】

①
不
退
去

事
業
者
に
対
し
、
消
費
者
が
、
そ
の

住
居
又
は
そ
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場

所
か
ら
退
去
す
べ
き
旨
の
意
思
を
示
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
退
去
し
な
い
こ

と
（
第
四
条
第
三
項
第
一
号
）

②
監
禁

事
業
者
が
勧
誘
を
し
て
い
る
場
所
か

ら
消
費
者
が
退
去
す
る
旨
の
意
思
を
示

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
を
退

去
さ
せ
な
い
こ
と
（
第
四
条
第
三
項
第

二
号
）

４
　
消
費
者
契
約
の
契
約
条
項
に
係
る

ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

現
代
社
会
の
消
費
者
契
約
に
お
い
て

は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
事
業

者
が
、
大
量
取
引
を
迅
速
か
つ
画
一
的

に
処
理
し
な
が
ら
安
定
し
た
契
約
を
確

保
す
る
た
め
に
、
一
定
の
場
合
に
、
自

己
の
責
任
を
免
除
若
し
く
は
軽
減
す
る

こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
で
あ
る
消
費
者

の
権
利
を
制
限
し
又
は
一
定
の
義
務
を

課
す
な
ど
、
経
済
的
利
益
の
配
分
を
図

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
取
引
が
多
様
化
・
複
雑
化
す
る

中
で
情
報
・
交
渉
力
の
面
で
消
費
者
と

事
業
者
と
の
間
に
大
き
な
格
差
が
存
在

す
る
状
況
に
お
い
て
、
事
業
者
が
適
切

な
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
、
自
己
に
一
方
的

に
有
利
な
結
果
を
来
す
可
能
性
も
否
定

で
き
ま
せ
ん
。
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こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
に
と
っ
て
不

当
な
契
約
条
項
に
よ
り
権
利
を
制
限
さ

れ
る
場
合
に
は
、
消
費
者
の
正
当
な
利

益
を
保
護
す
る
た
め
当
該
条
項
の
効
力

の
全
部
又
は
一
部
を
否
定
す
る
こ
と
が

適
当
で
す
。

本
法
は
、
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に

害
す
る
契
約
条
項
に
つ
い
て
は
、
無
効

と
す
べ
き
条
項
を
民
法
よ
り
も
具
体
的

に
規
定
し
、
不
当
な
条
項
の
効
果
を
否

定
す
る
こ
と
を
よ
り
容
易
な
も
の
と
し

て
い
ま
す
。

【
消
費
者
に
対
し
て
事
業
者
が
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
場
合
（
第
八
条
）】

本
条
に
お
い
て
は
、
消
費
者
が
損
害

を
受
け
た
場
合
に
正
当
な
額
の
損
害
賠

償
を
請
求
で
き
る
よ
う
に
、
事
業
者
が

消
費
者
契
約
に
お
い
て
、民
法
、商
法
等

の
任
意
規
定
に
基
づ
い
て
負
う
こ
と
に

な
る
損
害
賠
償
責
任
を
特
約
に
よ
っ
て

免
除
又
は
制
限
し
て
い
る
場
合
に
、
そ

の
特
約
の
効
力
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
消
費
者
契
約
に
お
い

て
、
以
下
に
掲
げ
る
消
費
者
の
利
益
を

不
当
に
害
す
る
こ
と
に
な
る
条
項
を
無

効
と
し
て
い
ま
す
。

①
事
業
者
の
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
全
部
免
除

す
る
条
項
（
第
八
条
第
一
項
第
一

号
・
第
三
号
）

②
事
業
者
の
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為

（
故
意
又
は
重
過
失
の
場
合
）
に
よ
る

損
害
賠
償
責
任
を
一
部
免
除
す
る
条

項（
第
八
条
第
一
項
第
二
号
・
第
四
号
）

③
有
償
契
約
の
目
的
物
の
隠
れ
た
瑕
疵

（
請
負
契
約
に
お
い
て
は
仕
事
の
目
的

物
の
瑕
疵
）
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任

を
全
部
免
除
す
る
条
項
（
第
八
条
第

一
項
第
五
号
）。
な
お
、
事
業
者
が

瑕
疵
修
補
又
は
代
物
提
供
責
任
を
負

う
場
合
や
他
の
事
業
者
が
同
様
の
責

任
を
負
う
場
合
を
除
く
（
第
八
条
第

二
項
第
一
号
、
第
二
号
）。

【
事
業
者
に
対
し
て
消
費
者
が
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
場
合
（
第
九
条
）】

本
条
に
お
い
て
は
、
消
費
者
が
不
当

な
出
捐

し
ゅ
つ
え
ん

を
強
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、事
業
者
が
消
費
者
契
約
に
お
い
て
、

契
約
の
解
除
の
際
又
は
契
約
に
基
づ
く

金
銭
の
支
払
義
務
を
消
費
者
が
遅
延
し

た
際
の
損
害
賠
償
額
の
予
定
又
は
違
約

金
を
定
め
る
と
き
に
、
そ
の
額
が
一
定

の
限
度
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
限
度
を

超
え
る
部
分
を
無
効
と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、消
費
者
契
約
に
お
い
て
、

以
下
に
掲
げ
る
消
費
者
の
利
益
を
不
当

に
害
す
る
こ
と
に
な
る
条
項
を
無
効
と

し
て
い
ま
す
。

①
契
約
の
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
額
の

予
定
の
う
ち
当
該
事
業
者
に
生
ず
る

平
均
的
な
損
害
の
額
を
超
え
る
も
の

（
当
該
超
え
る
部
分
）（
第
九
条
第
一
号
）

②
消
費
者
が
支
払
期
日
に
遅
れ
た
場

合
、
未
払
額
に
課
さ
れ
る
金
利
の
う

ち
年
一
四
・
六
％
を
超
え
る
も
の

（
当
該
超
え
る
部
分
）（
第
九
条
第
二
号
）

【
そ
の
他
の
場
合
（
第
十
条
）】

消
費
者
契
約
に
お
い
て
は
、
第
八
条

及
び
第
九
条
以
外
に
も
無
効
と
さ
れ
る

べ
き
条
項
が
想
定
さ
れ
な
い
と
は
い
え

な
い
の
で
、
本
条
に
お
い
て
は
、
消
費

者
契
約
の
条
項
が
、
民
法
等
の
任
意
規

定
よ
り
も
消
費
者
の
権
利
を
制
限
し
、

又
は
義
務
を
加
重
す
る
条
項
で
あ
っ

て
、
信
義
則
に
反
し
て
消
費
者
の
利
益

を
一
方
的
に
害
す
る
条
項
で
あ
る
場
合

に
は
、当
該
条
項
を
無
効
と
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

急
速
な
構
造
変
化
の
過
程
に
あ
る
我

が
国
の
経
済
社
会
の
中
で
、
消
費
者
契

約
法
が
、真
に「
規
制
緩
和
の
時
代
に
ふ

さ
わ
し
い
消
費
者
の
た
め
の
必
要
な
シ

ス
テ
ム
」
と
な
る
た
め
に
は
、
法
を
運

用
す
る
消
費
者
、
事
業
者
双
方
に
よ
っ

て
、
民
法
、
商
法
そ
の
他
の
民
事
ル
ー

ル
や
個
別
法
・
制
度
と
消
費
者
契
約
法

が
相
互
補
完
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

ま
た
、
本
法
第
三
条
に
お
い
て
事
業

者
の
情
報
提
供
努
力
義
務
と
消
費
者
の

内
容
理
解
努
力
義
務
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
消
費
者
、
事
業
者
の
双
方
が
こ
の

よ
う
な
努
力
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
消

費
者
契
約
に
係
る
紛
争
の
防
止
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
、
取
引
に
当
た
っ
て

の
消
費
者
と
事
業
者
双
方
の
信
頼
感
が

醸
成
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
経
済
活

動
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

（
内
閣
府
）

時の動き●2001.5


	12p
	13p
	14p
	15p

